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環境経済課のお知らせ 問合せ／生活環境担当 991-1839

まちづくり整備課のお知らせ 問合せ／下水道担当 991-1844

　皆さんの生活を快適にするために、下水道を正しく使いましょう。
　また、公共下水道に接続していない方は、早期接続をお願いします。

正しく使おう！みんなの下水道

　・ 野菜くずやご飯の残りは、つまりの原因となりま
すので流さないようにしましょう。

　・ 天ぷら油やサラダ油の廃油は、下水道管の中で固
まり、管をつまらせたり、処理場の働きにも悪い
影響を与えますので流さないでください。

　・ 合成洗剤は、処理場の働きを低下させたり、泡立ちのもとになったりしますので適量を使用しましょう。
　・ 水洗トイレには、必ずトイレットペーパーを使いましょう。
　　 水に溶けない紙（ティッシュペーパーなど）、紙おむつ、タバコ、ガム、髪の毛などを流すとつまり

の原因になります。
　・ 有害物質や危険物は、絶対に流さないでください。
　・ 排水口や宅内桝に、土砂、セメント、木片、廃油、灯油、ガソリン、薬品などを流さないでください。
　　つまりや、爆発の原因となります。

     古　紙　類

　紙に再生します。再生するときに水に溶か
しますので、雨天でも収集します。
　○新聞・チラシ
　○ 雑誌（週刊誌、書籍類、教科書、ノート

など）
　○ ざつがみ（紙箱、包装紙、たばこの紙箱、

はがき、封筒、メモ用紙、トイレットペ
ーパーの芯、シュレッダーした紙など）

　○段ボール
　○ 紙パック（牛乳、ジュースなど）

古紙・布類は「資源」です
資源回収にご協力ください

平成23年度のごみ収集カレンダーを配布します
　４月以降の収集カレンダーを広報３月号と一緒に配布します。１年間大切に利用してください。
■配布する日／２月下旬
■配布方法／各家庭のポストに投函

　古紙・布類は再生・再利用できる「資源」です。もえるごみで出さず、地域団体の資源回収に出していただくか、
下記のルールを守り指定の収集日に出していただくようお願いします。

　　　　　　布　　　類 

　そのまま再利用しますので、傷んだもの、汚れたものは出さ
ないでください。また、濡れるとカビが発生して再利用できな
くなりますので、雨天の場合は次回の収集日に出してください。
　○洋服（シャツ、ズボン、スカート、トレーナー、セーターなど）
　○革ジャンパー、毛皮コート
　○毛布、シーツ、タオル、カーテン
　※出せないもの
　　・下着、汚れているもの、破れているもの
　　・わた、羽毛が入ったもの（ダウンジャケット・ふとんなど）
　　・床に敷くもの（カーペット、マット類）
　　・ビニールの雨ガッパ


